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(57)【要約】
【課題】横幅の狭いカウンターの上面に良好に手摺りを
取り付けできる手摺りの取付構造を提供する。
【解決手段】カウンター３の裏面に補強材７を配設し、
この補強材７の上板７ａに対しカウンター３の上面側か
ら手摺り５をボルト１０で取り付け、補強材７の下板７
ｂに対し下側から支持ブラケット９を取り付ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カウンターの裏面に補強材を配設し、該補強材に対し前記カウンターの上面側からカウ
ンターを貫通する固定具を介して手摺りを取り付け、該補強材の下面側にカウンターを壁
面に支持するための支持ブラケットを取り付けたことを特徴とする手摺りの取付構造。
【請求項２】
　前記補強材は、上板と下板を有し、上板には前記手摺りの固定具が取り付けられ、下板
には前記支持ブラケットが取り付けられることを特徴とする請求項１に記載の手摺りの取
付構造。
【請求項３】
　手摺りを前記上板に取り付けるためのボルトの下端を前記下板より上に収めることを特
徴とする請求項２に記載の手摺りの取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カウンターの上面に手摺りを取り付ける手摺りの取付構造に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、洗面器一体型のカウンターに手摺りを取り付ける場合、手摺りを取り付けるスペ
ースと、カウンターの支持ブラケットを取り付けるスペースがそれぞれ必要で、カウンタ
ーに広い取付用の平坦部が必要となり、横幅の狭いカウンターには手摺りを取り付けるこ
とができないという問題点があった。
　なお、このような問題点を解決するために、特許文献１に開示されているように、カウ
ンターに対し同一位置で、横方向にずらさずに手摺りと支持ブラケットとを取り付ける構
造がある。
【特許文献１】特開２００８－１５０８８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１に開示されている手摺りの取付構造では、手摺りを横幅の狭いカウンタ
ーに良好に取り付けることができるが、特許文献１の構造では、手摺りはカウンターの下
側に取り付けられており、使用時に手摺りの手前側しか握ることができず、特許文献１に
開示されている手摺りでは、手摺りの奥側を握ってしっかりと身体を支えることはできな
いものであり、手摺りをカウンターの上面側には取り付けられないものであった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、カウンターの上面に手摺りを取り付けることができ、しかも、横幅の狭いカ
ウンターにも良好に取り付けできる手摺りの取付構造の提供を目的とし、この目的の少な
くとも一部を達成するために以下の手段を採った。
　本発明の手摺りの取付構造は、カウンターの裏面に補強材を配設し、該補強材に対し前
記カウンターの上面側からカウンターを貫通する固定具を介して手摺りを取り付け、該補
強材の下面側にカウンターを壁面に支持するための支持ブラケットを取り付けたことを要
旨とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の手摺りの取付構造では、支持ブラケットの取付部分のカウンター上に、横方向
にずらさずに手摺りを取り付けることができ、手摺りを横幅の狭いカウンターの上面に良
好に取り付けることができる。
【０００６】
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　また、本発明の手摺りの取付構造において、前記補強材は、上板と下板を有し、上板に
は前記手摺りの固定具が取り付けられ、下板には前記支持ブラケットが取り付けられる構
成とすることもできる。
　こうすれば、補強材の上板に固定具を介して手摺りを固定し、下板に支持ブラケットを
固定して、手摺りと支持ブラケットを同じ位置に良好に取り付けることができ、横幅の狭
いカウンターにも良好に手摺りを取り付けることができる。
【０００７】
　また、本発明の上板と下板を有する補強材を用いた手摺りの取付構造において、手摺り
を前記上板に取り付けるためのボルトの下端を前記下板より上に収める構成とすることも
できる。
　こうすれば、ボルトの下端が補強材内に収められて下方へ突出することがなく、ボルト
が下方に出っ張らずにすっきりとした取付状態が得られ、しかもボルトの下端が手に触れ
ないために怪我等も防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。
　図１は、洗面台の斜視構成図である。
　洗面台１は、ベースキャビネット２上に、洗面器３ｃが一体化されたカウンター３が設
けられ、このカウンター３の洗面器３ｃの左右側に手摺り５，５が取り付けられている。
　ベースキャビネット２は、背板２ａの左右両側に、前方側へ向かって側板２ｂ，２ｂが
設けられており、この側板２ｂ，２ｂ間に、前方側から例えば車椅子に乗った状態で侵入
することができるように構成されている。
　なお、側板２ｂ，２ｂ間の上部の背板２ａ側には前パネル６が設けられて、この前パネ
ル６により奥側の配管等が隠蔽されるように構成されている。
【０００９】
　カウンター３は、後部に一体状に立ち上げてバックガード部３ａが形成され、前部には
垂下状に前垂れ部３ｂが一体形成されたものであり、左右方向中央部に凹み状に洗面器３
ｃが一体形成されている。カウンター３の洗面器３ｃの左右側には、手摺り５，５を取り
付ける平坦面３ｄ，３ｄが形成されている。
　このカウンター３の平坦面３ｄ上に取り付けられる手摺り５の取付部分の構成部材の分
解図を図２に示す。また、図３では手摺り５の取付完了状態を示す。
【００１０】
　手摺り５は、前後方向に略水平に延びる本体部５ａの前端側に垂下状に曲げて握り部５
ｂが一体形成され、本体部５ａの握り部５ｂと反対側の後端側には、垂下状に曲げて後端
垂下部５ｃが一体形成されている。また、本体部５ａの前後方向中央部より握り部５ｂ側
には一体状に垂設されて支柱部５ｄが形成されている。
　この支柱部５ｄの下端には円形状のフランジ部５ｅが一体形成されており、また、前記
後端垂下部５ｃの下端にも円形状のフランジ部５ｆが一体形成されている。この各フラン
ジ部５ｅ，５ｆには、外周側に上下に貫通して複数のボルト孔５ｇ，５ｇ，５ｇが形成さ
れている。
【００１１】
　なお、カウンター３の平坦面３ｄには、予め穴加工により上下に貫通するボルト孔３ｅ
，３ｅ，３ｅが形成されており、このボルト孔３ｅ，３ｅ，３ｅは、前記手摺り５のボル
ト孔５ｇ，５ｇ，５ｇと整合する位置に整合する数だけ形成されている。
　カウンター３の下面には、補強材７と補強木８が配設される。
　この補強材７は、アルミニウム或いは鉄製の角パイプの前端側および後端側の下面を切
り欠き状にして形成されたものであり、左右方向の幅長は略８０ｍｍであり、上下方向の
厚さは略２１ｍｍである。
　この補強材７は、カウンター３の下面に当接する上板７ａと、上板７ａと平行な下板７
ｂを有しており、下板７ｂの前端側に切り欠いて切欠部７ｃが形成され、下板７ｂの後端
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側に切り欠いて切欠部７ｄが形成されている。なお、前端側の切欠部７ｃには、下方より
カバー１３を覆設して、切欠部７ｃを覆蓋できるように構成されている。
【００１２】
　なお、補強木８は木質材で構成されたものである。
　この補強材７と補強木８の下方に、カウンター３を壁面に支持するための支持ブラケッ
ト９が取り付けられるが、カウンター３には先に手摺り５を取り付けておき、その後に支
持ブラケット９を取り付けて、現場で支持ブラケット９を介してカウンター３は壁面に取
り付け固定されるものである。
　なお、補強材７の前端側の切欠部７ｃおよび後端側の切欠部７ｄにおける上板７ａには
、上下に貫通してボルト孔７ｅ，７ｅが形成されており、この各ボルト孔７ｅは、前記カ
ウンター３のボルト孔３ｅおよび手摺り側のボルト孔５ｇと整合する位置に整合する数だ
け形成されている。
【００１３】
　先ず、カウンター３上の手摺り５の取付作業を説明する。
　手摺り５のフランジ部５ｅ，５ｆに形成されているそれぞれのボルト孔５ｇ，５ｇ内に
上方よりそれぞれボルト１０を差込み、各ボルト１０はカウンター３のボルト孔３ｅに通
し、更に補強材７の上板７ａのボルト孔７ｅに通して、補強材７の下側から、ボルト１０
の下端に対し、ワッシャー１１を介在させてナット１２が締め付けられる。
　ナット１２を締め付けることにより、カウンター３の平坦面３ｄ上に手摺り５のフラン
ジ部５ｅ，５ｆが当接状態となり、また、カウンター３の下面には補強材７の上板７ａが
当接状態となる。
【００１４】
　なお、各ボルト１０にナット１２を締め付けて固定した状態で、各ボルト１０の下端お
よびナット１２は、補強材７の各切欠部７ｃ，７ｄ内に配置されて、各ボルト１０の下端
は補強材７の下板７ｂよりも上方に収められるように、各ボルト１０の長さが設定されて
いる。従って、各ボルト１０の下端およびナット１２が補強材７の下板７ｂよりも下方に
突出することはなく、すっきりとした手摺り５の取付状態が得られる。
【００１５】
　手摺り５の取り付け後に、補強材７の前端側の切欠部７ｃの底側にカバー１３を被せて
、カバー１３の取付ネジを化粧キャップ１４で覆蓋させて、すっきりとした取付構造を確
保することができる。
　その後に、補強材７および補強木８の下面に支持ブラケット９が取り付けられる。
　この支持ブラケット９は、略水平なカウンター取付面９ａが上面に前後方向に形成され
、後端側には、壁面に当接される壁取付面９ｂが垂下状に形成されて、略変形三角形状に
形成されている。
　カウンター取付面９ａの前端側には、幅方向に突出してフランジ部９ｃが一体形成され
ており、また、カウンター取付面９ａの後端側にも、幅方向に突出してフランジ部９ｄが
一体形成されている。また、壁取付面９ｂの上端側および下端側にも、それぞれフランジ
部９ｅ，９ｆが一体形成されている。各フランジ部９ｃ，９ｄ，９ｅ，９ｆには、ネジを
差し込むネジ孔９ｇが形成されている。
【００１６】
　この各ネジ孔９ｇにはドリルネジを差し込んで、ドリルネジでネジを切りながら支持ブ
ラケット９を取り付けできるものである。
　即ち、フランジ部９ｃに形成されているネジ孔９ｇ内に下方側からドリルネジを差し込
んで、ドリルネジを補強材７の下板７ｂにネジを切りながら締め付け、支持ブラケット９
のフランジ部９ｃを補強材７の下板７ｂに固定することができる。また、支持ブラケット
９のフランジ部９ｄに形成されているネジ孔９ｇ内に下方からドリルネジを差し込んで、
ドリルネジを補強木８にネジを切りながら締め付けて、補強木８の下面に支持ブラケット
９のフランジ部９ｄを固定することができる。
　また、室内の壁面に支持ブラケット９の壁取付面９ｄを当接させ、フランジ部９ｅおよ
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びフランジ部９ｆに形成されているネジ孔９ｇ内にそれぞれドリルネジを差し込んで、ド
リルネジを壁面に締め付け、支持ブラケット９を壁面に固定することができ、これにより
支持ブラケット９に支持されてカウンター３が取り付け固定されるものである。
【００１７】
　このように本例では、カウンター３の裏面に補強材７を配設し、補強材７の上板７ａに
対しカウンター３の上面側からボルト１０を通し、ボルト１０にナット１２を締め付けて
、カウンター３の上面に手摺り５を固定することができ、補強材７の下板７ｂに対し下方
から支持ブラケット９を取り付け固定することができ、１つの補強材７を用いて手摺り５
と支持ブラケット９が取り付けできるため、この補強材７の幅寸法分、即ち本例では８０
ｍｍの横幅がカウンター３の平坦面３ｄに存在すれば、良好に手摺り５を取り付けること
ができるものとなり、横幅の狭いカウンター３に対しても良好に手摺り５を取り付けでき
るものとなる。
【００１８】
　なお、本例では、カウンター３の上面側に手摺り５を取り付けることができ、取付状態
では、手摺り５の前端側の握り部５ｂがカウンター３の前垂れ部３ｂの前方側に配置され
て、車椅子に乗った人等がこの握り部５ｂを手で握り、車椅子をベースキャビネット２の
左右の側板２ｂ，２ｂ間に入れて、洗面器３ｃに顔を近づけて良好に洗面台１を使用でき
るものとなる。また、車椅子以外の人も、手摺り５の奥側等を握り、歩行や立ち座り或い
は立位を安定化させてしっかりと身体を支えることができ、手摺り５は握り部５ｂに限ら
ず、本体部５ａの後端側をも良好に握って使用できるものとなる。
【００１９】
　なお、本例では、手摺り５を固定するボルト１０の下端側は補強材７の下板７ｂよりも
上方に収められるため、下方側へボルト１０が突出することはなく、すっきりとした取付
状態が得られて意匠性が向上するものとなり、しかも突出するものがないため、手等の怪
我を良好に防止することができるものである。
【００２０】
　次に、図４は変更例を示すものであり、図４では、補強材７に、切欠部７ｄよりも更に
後端側を延出させて一体状に延出部７ｆを形成させたものであり、このような延出部７ｆ
を有する１つの補強材７を用いて、図２と同様にカウンター３の上面側からボルト１０を
通し、下方側からナット１２を締め付けて、カウンター３の上面に手摺り５を取り付け固
定することができ、また、支持ブラケット９のカウンター取付面９ａの後端側に形成され
ているフランジ部９ｄは、補強材７の延出部７ｆに下方からドリルネジを締め付けて良好
に固定することができ、１つの補強材７に支持ブラケット９の前端側のフランジ部９ｃと
後端側のフランジ部９ｄをそれぞれ固定させることができるものである。
　その他の構成は、図２のものと同一であり、同一部材については同一符号を付して説明
を省略する。
　本例では、補強木８が不要となり、より部品点数を少なくすることができ、取付作業も
容易なものとなる。
【００２１】
　次に、図５は更なる変更例を示すものである。
　この図５では、無垢（中実）の平板状の補強材７Ａを用いたものである。
　この無垢の平板状の補強材７Ａは、その上面がカウンター３の下面に当接され、手摺り
５のフランジ部５ｅ，５ｆのそれぞれのボルト孔５ｇ，５ｇ内に上方よりそれぞれボルト
１０を差込み、各ボルト１０をカウンター３のボルト孔３ｅに通し、ボルト１０を補強材
７Ａに貫通させてボルト１０の下端を補強材７Ａの下面に突出させ、このボルト１０の下
端に下方よりナット１２を補強材７Ａの下面に締め付けて、カウンター３の上面側に手摺
り５が固定状に取り付けられるものであり、補強材７Ａの下面に支持ブラケット９のフラ
ンジ部９ｃ，９ｄが当接されて、各フランジ部９ｃ，９ｄのネジ孔９ｇにそれぞれ下方よ
りドリルネジを通して、ドリルネジを補強材７Ａにネジを切りながら締め付けて、補強材
７Ａの下面に支持ブラケット９が取り付け固定されるものである。
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　このような無垢材の補強材７Ａは、アルミニウム製或いは鉄製或いは木製のもので構成
することができ、形状が単純であるため、補強材７Ａの製造が容易なものとなる。なお、
この補強材７Ａの横幅寸法は約８０ｍｍに設定されている。
　本例においても、１つの補強材７Ａを用いて、同じ位置に、上面側に手摺り５を取り付
け、下面側に支持ブラケット９を取り付けることができ、横幅寸法の狭いカウンター３に
も良好に手摺り５を取り付けることができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】カウンター上面に手摺りを取り付けた洗面台の斜視構成図である。
【図２】カウンターに対する手摺りと支持ブラケットの取付前の構成部材の分解斜視図で
ある。
【図３】補強材を介して手摺りと支持ブラケットを取り付けた取付完了状態の斜視構成図
である。
【図４】補強材の変更例を示す取付状態の図３に対応させた斜視構成図である。
【図５】更に異なる補強材の変更例を示す図３に対応させた取付状態の斜視構成図である
。
【符号の説明】
【００２４】
　１　洗面台
　２　ベースキャビネット
　２ａ　背板
　２ｂ　側板
　３　カウンター
　３ｂ　前垂れ部
　３ｃ　洗面器
　３ｄ　平坦面
　５　手摺り
　５ａ　本体部
　５ｂ　握り部
　５ｃ　後端垂下部
　５ｄ　支柱部
　５ｅ，５ｆ　フランジ部
　５ｇ　ボルト孔
　７，７Ａ　補強材
　７ａ　上板
　７ｂ　下板
　７ｃ，７ｄ　切欠部
　７ｅ　ボルト孔
　７ｆ　延出部
　８　補強木
　９　支持ブラケット
　９ａ　カウンター取付面
　９ｂ　壁取付面
　９ｃ，９ｄ，９ｅ，９ｆ　フランジ部
　９ｇ　ネジ孔
　１０　ボルト
　１２　ナット
　１３　カバー
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【図３】 【図４】
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